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ＰＣの使用時のルール 

ＰＣ使用十七条の憲法 

目的             

情報化社会に対応しよう！ 

様々な変化が起こりうる社会に対応するべく、膨大な情報の中から必要な情報を

選び、主体的に考え、自分自身で、あるいは仲間とともに解決策を見出すため。 

学びに生かそう！ 

「主体的・対話的で深い学び」を実現し、学習に役立てるため。 

 

情報モラルを身につけよう！ 

情報化社会において、自分の身を守り、加害者にもならないようにするための自

律心を養うため。 
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学習に関係のないことはしない 

 

使用目的を明確にする 

勝手にファイルをダウンロード・インストールしない 

勝手にログインしない 

学習に関係のないことを調べない、視聴しない、チャットしない、 

またゲームも禁止です。 

ここでのログインとは Twitter や Instagram、

Facebook、Googleアカウントなどへ 

ログインを指します。   

Instagram は関与していません 
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よりよく使うために 

使用するとき、適度に休憩をとろう 

画面から十分離れよう 

複数の情報を比較しよう 

ＰＣばかりにたよらないようにしよう 

ＰＣの管理のルール 

持ち帰り時のルール 

ながら PCをしない（歩き PCなど） 

ＰＣ収納ラックのコードを整理する 

人に貸さない 

ＰＣが必要ない授業には持って行かない 

使い終わったらＰＣ収納ラックに片付ける 

ホワイトボードにネームプレートを貼る 

なくさない、破損させない、改造しない 

（Ｎ・Ｈ・Ｋを守ろう） 

持ち帰り時は PCをケースに入れる 

もし故障したら、状況を記録する 

ＰＣを使うすべての場面でこれらのルールを守って使用しましょう。 
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